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「おがっきぃ」

大垣市マスコットキャラク
ター

※空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「特定空家」とは、そのまま放置すれば倒壊等著
しく保安上危険、衛生上有害となるおそれのある状態などの空き家

（除却後の土地売買が見込める場合）

所有者不明土地・建物管理制度の活用
・裁判所に個別の土地・建物に特化した所有者不明土地・建物管理人の選任を申立て。
・管理人による空き家の管理のほか売却等の処分。

空き家

リフォーム

所有者特定

～基本スタンス～

○活用できるものは活用し、除却すべきものは除却

○倒壊等の危険がある空き家は「特定空家（※）」に認定し、必要な措置

○活用できる

×活用できない

○可能

×不可能

必要な措置を指導

空家バンク

中古住宅取得リフォーム補助
改修費用の1/3（上限30万円）
※対象は、子育て世代の転入・転居者

利活用促進補助
家財処分費用の1/2（上限10万円）

空家等審査会

所有者が対応するケース

＜居住誘導区域内の特定空家の場合＞
解体費用の1/2（上限50万円）

＜その他の場合＞
解体費用の1/3（上限30万円）
※面積・所在により10万円上乗せ

所有者が対応しないケース

除却補助

大
垣
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所有者・利用者への
バックアップ体制

・空家相談会（月1回開催）
（NPO法人大垣空家対策協議会）

大垣市マスコットキャラクター
「おがっきぃ」

行政代執行・略式代執行ともに、
「勧告」措置の前に審査

空き家の状態に応じた
きめ細やかな施策で対応！

指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行法的措置

(勧告) → 略式代執行法的措置

（所有者等から費用を徴収）

財産管理制度


